
●　新規開業（開業後１年未満の者を含む）

●　転業・多角化

 ３年以内　固定　年1.70%以内

 ４年以内　固定　年1.80%以内

 ５年以内　固定　年1.90%以内

 保証付の場合は

１組合

１組合員

①元金均等
　 　返済

②元金均等
　 　返済
　　または
　 一括返済

元金均等
返済

運転資金

設備資金

 ５年以内　固定　年1.45%以内

 ７年以内　固定　年1.60%以内

 ４５か月　固定　年2.10%以内

 ６０か月　固定　年2.20%以内

（据置 ６か月以内）

（据置 １年以内）

１，０００万円以内

 保証付でない場合　

 ７年以内　固定　年2.00%以内

（①④については

元金均等
返済

創業サポート
資金

【令和4年8月1日から　　

　①２，０００万円以内

　②５００万円以内

 　１年以内　固定　年2.10%以内

連帯保証人

 ３年以内　固定　年1.30%以内

運転資金

設備資金

運転資金
　

設備資金

 ７年以内　固定　年2.00%以内

（据置 １年以内）

令和5年3月31日まで】

年0.00%(期間限定)

※市補助・補給後

中
小
企
業
者
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め
の
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資
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に
ご
相
談
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だ
さ
い
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こんなとき 制度名 融資対象者 資金使途 融資限度額 融資期間及び利率 保証料率

　　①年0.25％～1.70％
　　　　※市補助後

　　②年0.00%
　　　　※市補給後

（特例対象者は年0.00％）

相談窓口

※市補助・補給後

年0.25％～1.70％
（特例対象者は年0.00％）

※市補助・補給後

【令和4年7月31日まで】

受付窓口
責任共有
制　　　度

対象外

対象

年0.35％

新規開業や転業・多角
化によって事業を始め
るとき

運転資金や設備資金が
必要なとき

小口資金
●　市内に１年以上居住し、かつ同一事業を１年以上経営している中小企業者
●　従業員２０人以下であること

運転資金

設備資金

短期資金が必要なとき 短期資金 ●　市内に６か月以上居住し、かつ同一事業を６か月以上経営している中小企業者
運転資金

設備資金

●　市内に１年以上居住し、かつ同一事業を１年以上経営している中小企業者
●　従業員２０人以下（宿泊業・娯楽業を除く商業・ｻｰﾋﾞｽ業は５人以下）であること
●　この融資と既存の保証協会の保証付融資残高（根保証においては融資極度額）
　　 との合計で２，０００万円の範囲内であること
　※認定支援機関を活用し、事業改善に取り組む企業者は、保証料補給の特例あり
　※熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第２条第１項第１号に該当する者は、保証料補給
      の特例あり

返済方法

経営向上
小口資金

１，０００万円以内

５００万円以内

保証付の場合
　原則として法人代表者以外の連
　帯保証人は不要
  ただし、熊本県信用保証協会が
　特に必要と認める場合を除く
保証付でない場合
  取扱金融機関の定めるところと
  する

１，０００万円以内

 ３０か月　固定  年2.00%以内

　①市内に居住し、事業を営んでいない個人であって、新規事業と同一事業の勤務経験があり、

　    １月以内注に新たに事業を開始する者（２月以内注に新たに会社を設立する者）
　②市内に居住し、事業を営んでいない個人であって、新規事業と同一事業の勤務経験が無く、

      １月以内注に新たに事業を開始する者（２月以内注に新たに会社を設立する者）（学生につい
      ては、学校の推薦を受けた者）
　注）産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業により支援を受けた者は、６月以内
　※熊本県外に住民登録後1年以上経過し、定住を目的として熊本市内に住民登録後、1年以内の
　　者は、全額保証料補給あり
　※熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第２条第１項第２号イに該当する者は、全額保証料
      補給の特例あり
　※令和4年8月1日保証申込分から令和5年3月31日融資実行分は、上記に限らず全額保証料補給
　　あり

　市内に居住し、かつ市内において同一事業を３年以上継続して営んでいる者
　転業・多角化前であること
　※熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第２条第１項第２号イに該当する者は、全額保証料
      補給の特例あり

対象
一括又は
分割返済

経済環境変動
対策資金

●　市内に１年以上居住し、かつ同一事業を１年以上経営している中小企業者
　①中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づき指定された業種で、融資
　　 申込以前１年以内のいずれか連続した３か月間の平均売上高が、前年同期の平
　　 均売上高と比較し５パーセント以上減少している者
　②国や地方自治体等から補助金の交付決定を受けた中小企業者
　　 借入申込時の必要書類：補助金に関する「交付決定通知書（写）」+「申請書類（写）」
　※②の取扱期間は、令和4年8月1日保証申込分から令和5年3月31日融資実行分まで

設備資金

①１，５００万円以内

②３，０００万円以内

８００万円以内
 ７年以内　固定　年2.20%以内

（据置 ６か月以内）

利子補給　全額

地下水使用
合理化

設備資金

（据置 １年以内）

年0.25％～1.70％

年0.25％～1.70％
※市補助後

運転資金

※市補助後

設備資金のみ）

肥後銀行
熊本銀行

熊本信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本中央信用金庫
熊本県信用組合
熊本商工会議所
市内各商工会

対象

対象

XOSS POINT.

取扱金融機関

熊本商工会議所

市内各商工会

年0.00％
※市補助・補給後

 ３年以内　固定　年2.00%以内

肥後銀行
熊本銀行

熊本信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本中央信用金庫
横浜幸銀信用組合
熊本県信用組合

商工組合中央金庫

 保証付の場合

　 １年以内　固定　年1.95%以内

①運転資金

②運転資金
 　設備資金
（補助対象事業
の実施に必要な
資金に限る）

①７年以内　固定　年1.85%以内
　　（据置 ６か月以内）

②７年以内　固定　年1.85%以内
　　（据置 １年以内）

公害防止施設の設置や
改善が必要なとき

公害防止
施設資金

大型店の進出・撤退で
影響があったとき

倒産企業に対し回収が
難しい債権があるとき

災害により被害を受け
たとき

経営安定
特例資金

●　市内に１年以上居住し、かつ同一事業を１年以上（天災地変・火災の場合６か月以
　　 上）経営している中小企業者
　①大規模小売店（床面積１０００㎡以上）の進出又は増床により経営に影響を受ける
 　　と市長が認めたもの
  ②倒産企業に対して直接取引をおこなっている者で、５０万円以上の売掛債権を有し
 　　その回収が困難であると市長が認めたもの
　③天災地変・火災により被害を受けた中小企業者
　④大規模小売店の撤退、譲渡、又は縮小に伴い経営に影響を受けると市長が認めた
 　　もの
　※上記４項目については融資申込前に市の認定が必要となります。なお、認定に要する期間
      は、申請から交付まで２週間程度かかります。

経済環境の変動で事業
活動に支障があるとき

１，５００万円以内

 ７年以内　固定　年2.20%以内 ※市補助・補給後
地下水使用の合理化を
図る施設・設備の設置
や改善を行うとき

１，０００万円以内

設備資金

（据置 ６か月以内）

●　市内に１年以上居住し、かつ同一事業を１年以上経営している中小企業者
●　公害防止に関し、市長が必要と認めた施設

●　市内に１年以上居住し、かつ同一事業を１年以上経営している中小企業者
●　地下水の使用合理化を図るものとして市長が認めた施設・設備

 ５年以内　固定　年2.10%以内

設備資金

肥後銀行
熊本銀行

熊本信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本中央信用金庫
横浜幸銀信用組合
熊本県信用組合

商工組合中央金庫
熊本商工会議所
市内各商工会

 １０年以内　固定　年1.80%以内         年0.225％～0.95％

※市補給後

肥後銀行
熊本銀行

熊本信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本中央信用金庫
熊本県信用組合
熊本商工会議所
市内各商工会

 原則として法人代表者以外の
 連帯保証人は不要

 
 ただし、熊本県信用保証協会
 が特に必要と認める場合を
 除く

肥後銀行
熊本銀行

熊本商工会議所
市内各商工会

利子補給　全額

年0.00％

肥後銀行
熊本銀行

商工組合中央金庫

８，０００万円以内  ８年以内　固定　年2.35%以内  保証付の場合は

年0.45％～1.90％

２，０００万円以内

対象  取扱金融機関の定めるところとする
協同組合などで事業の
高度化や近代化を行う
とき

運転資金

設備資金

新エネルギー・省エネ
ルギー等設備導入のと
き

新エネルギー
設備等資金

●　市内に１年以上居住し、かつ同一事業を１年以上経営している中小企業者
●　環境負荷低減を図るものとして市長が認めた設備等
　①太陽光発電システム、ペレットボイラー、燃料電池などの新エネルギー設備
　②高効率空調機、高効率給湯器、ＬＥＤ照明などの省エネルギー設備
　③電気自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル
　　 自動車の４種類の自動車
　※上記３項目については、融資申込前に市の認定が必要となります。なお、認定に要する期間
      は、申請から交付まで２週間程度かかります。（内容により即日交付する場合もあります。）

１，０００万円以内

高度化資金 ●　事業協同組合・商店街振興組合・生活衛生同業組合等、及びその組合員

設備資金

一括又は
分割返済

年0.25％～1.10％
（特例対象者は年0.00％）

※市補給後
対象外

（据置 ６か月以内）

対象

対象

対象

元金均等
返済

元金均等
返済

年0.225％～0.625％
※市補給後

（据置 １年以内）

対象
元金均等

返済

３，０００万円以内

１組合
４，０００万円以内

年0.25％～1.70％
※市補助後

対象
肥後銀行
熊本銀行

熊本信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本中央信用金庫
熊本県信用組合
熊本商工会議所
市内各商工会

 ３年以内　固定　年2.10%以内

肥後銀行
熊本銀行

熊本信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本中央信用金庫
熊本商工会議所
市内各商工会

【令和４年度 熊本市の中小企業融資制度】 2022年(令和4年)8月1日現在

肥後銀行
熊本銀行

熊本信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本中央信用金庫
熊本商工会議所
市内各商工会

 原則として法人代表者以外の
 連帯保証人は不要

 
 ただし、熊本県信用保証協会
 が特に必要と認める場合を
 除く

 ５年以内　固定　年2.20%以内

 ７年以内　固定　年2.30%以内

（据置 ６か月以内）

経営安定
資金

●　市内に１年以上居住し、かつ同一事業を１年以上経営している中小企業者
　　 及び組合

運転資金

設備資金

・令和4年7月31日までの保証申込分は保証料率0.35%

・令和4年8月1日以降の保証申込分から令和5年3月31日
融資実行分まで保証料ゼロ化

令和4年8月1日保証申込を受付開始
（令和4年7月末日までは利用できません。）


